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第 7 章 特 別 支 援 教 育 

 

第 1 節  教  育  課  程  

 

１  平 成 23 年 度 特 別 支 援 教 育 教 育 新 課 程 講 習 会  

 (1)特 別 支援学校  

  ア  会 の 名 称  平 成 23 年 度 特 別支援学校新教育課程講習会  

イ  目 的  特 別 支 援学校の教育課程に関する研究成果の発表及び研究協議を行い、特別支  

援 学 校における学習指導等の改善と教員の指導力向上に資する。  

   ウ  期日・場所  平 成 23 年 8 月 19 日 （ 金）    愛 知 県 立港養護学校  

   エ  参 加 者  特 別 支 援学校教員  72 人  

(2)小 学 校 及び中学校の特別支援学級、通級による指導  

ア  会 の 名 称  平 成 23 年 度 特 別支援教育に係る教育課程等研究集会  

イ  目 的  小・中学校の特別支援学級並びに通級による指導における教育課程に関する研  

究 、並びに通常の学級に在籍している特別な教育的支援を必要とする児童生徒に

対する適切な指導及び必要な支援のあり方に関する研究の成果を発表し、研究協

議を通して学習指導等の改善と指導力の向上に資する。  

   ウ  期日・場所  平 成 23 年 8 月 22 日 （ 月）   西 三 河 総合庁舎（三河部）  

          平 成 23 年 8 月 23 日 （ 火 ）   半 田 市福祉文化会館（尾張部）  

   エ  参 加 者  2 会 場  合 計 256 人  

 

２  特 別 支 援 教 育 研 究 委 嘱  

   項  目  
種  別  

学  校  名  研  究  課  題   研 究 委 嘱期間  

県 教 育委員会  愛 西 市立草平小学校  
充 実 感と過ごしやすさの感じられる学校
を目指して  
～ み んなで取り組む特別支援教育～  

平 成 23 年 度  

～  
平 成 24 年 度  

 

３  学 校 訪 問  

特別支援学校並びに特別支援学級を設置する小・中学校を訪問し、学校管理、教育課程、学習

指導、生徒指導、生活指導、進路指導、現職研修等に関する諸問題について指導助言を行った。 

(1)平 成 23 年 度 特 別支援学校重点指導事項  

   新 学 習 指導要領実施に向けた教育課程の編成について  

(2)訪 問 校  

   ア  特 別支 援学校  

      計 画 訪 問  14 校   

   イ  特 別支 援学級設置の小・中学校  

      計 画 訪 問  小 学 校 6 校 、中学校 6 校  
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４  教 育 課 程 の 編 成 と 運 営  

(1)幼 稚 部  

6 領 域 編 成  盲 2 校 、 聾 4 校 、 養（知） 1 校 、 養（肢） 1 校  

(2)小 学 部  

特 別 支援学校小学部・中学部学習指導要領等に基づいて、各教科、道徳、特別活動、自立活

動及び総合的な学習の時間（小学部 3 年 生 以上、知的障害養護学校を除く。）で編成されてい

る。  

   ア  知 的障 害養護学校の教育課程を適用した教育課程を編成している学校（知的障害養護学校を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 4 校 、 養（肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

   イ  領 域・ 教科を合わせた指導を行っている学校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養（知） 8 校 、 養（肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

(3)中 学 部  

特 別 支援学校小学部・中学部学習指導要領等に基づいて、各教科、道徳、特別活動、自立活

動及び総合的な学習の時間で編成されている。  

   ア  知 的障 害養護学校の教育課程を適用した教育課程を編成している学校（知的障害養護学校を

除く。）  

       盲 2 校 、 聾 4 校 、 養（肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

   イ  領 域・ 教科を合わせた指導を行っている学校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養（知） 8 校 、 養（肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

(4)高 等 部  

特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、 各 教 科 、 道 徳 （ 知 的 障 害 養 護 学 校 の み ）、 

特 別 活動、自立活動及び総合的な学習の時間で編成されている。  

   ア  教 育課 程に類型又はコースを設けている学校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養（知） 12 校 、 養 （肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

   イ  領 域・ 教科を合わせた指導を行っている学校  

     盲 2 校 、 聾 3 校 、 養（知） 8 校 、 養（肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

ウ  知 的 障害養護学校の教育課程を適用した教育課程を編成している学校（知的障害養護学校を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 3 校 、 養（肢） 8 校 、 養（病） 1 校  

 

    ＊ （ 知 ）知的障害  （ 肢 ）肢体不自由  （ 病 ）病弱  
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第 2 節  教  科  用  図  書  の  採  択  

 

１  小 学 部 及 び 中 学 部 （ 義 務 教 育 段 階 ） 使 用 教 科 用 図 書  

特 別 支 援学校の小学部及び中学部の教科用図書は、 ｢義 務教育諸学校の教科書の無償措置に関

する法律 ｣第 13 条 の 規 定に基づき、採択した。  

特 別 支援学校の教科用図書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書のほか、盲学校用教科書

（点字本）が小学部 4 種 目 各 1 種 、 中学部 7 種 目 各 1 種 、 聾学校用教科書が小学部 2 種 目 各 1

種 、 中学部 1 種 目 1 種 、 養護学校（知的障害教育）用教科書が小学部、中学部ともそれぞれ 3

種 目 各 1 種 か ら採択するとともに、学校教育法附則第 9 条 の 規定による教科用図書（以下 ｢附 則

第 9 条 図 書 ｣と い う。）を採択した。  

附 則 第 9 条 図 書の採択にあたっては、愛知県教科用図書選定審議会の審議を経て、県教育委員

会において附則第 9 条 図 書の選定及び採択の方針を決定するとともに、選定審議会に附則第 9

条 図 書について調査研究を行う調査員（特別支援学校教職員等 28 人 ） を 置き、その調査研究に

基づく選定審議会の審議を経て、県教育委員会において ｢平 成 24 年 度 使 用一般図書選定資料 ｣の

作 成を行った。  

   選 定 及び採択の方針の概要は、次のとおりである。①児童生徒用の教科の主たる教材として教

育目標の達成上適切な図書を選定すること。なお、この場合、下学年用の文部科学大臣の検定を

経た教科書又は文部科学省著作教科書の選定について検討するものとする。②上記の使用が適切

でない場合は、県教育委員会作成の「平成 24 年 度 使 用一般図書選定資料」に掲載されている図

書の中から選定するものとする。  

平 成 24 年 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 小 学 部 ・ 中 学 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

区分  
文 部 科 学 省  
検 定 済 教 科 書  

特 別 支 援 学 校
用 教 科 書  

学 校 教育法附則第 9 条 に  
規 定 する教科用図書  計  

小学校用教科書 一 般 図 書  

小 学 部  
11 種 目  

11 者  25 種  
 1,787 冊  

5 種 目  
5 者   9 種  
  2,140 冊  

 
10 種 目  

31 者  84 種  
 3,241 冊  

11 種 目  
31 者  118 種  
 7,168 冊  

中 学 部  
15 種 目  

 9 者  31 種  
 1,547 冊  

8 種 目  
7 者  16 種  
 1,015 冊  

7 種 目  
7 者  8 種  
 222 冊  

18 種 目  
36 者  88 種  
 2,676 冊  

18 種 目  
36 者  143 種  
 5,460 冊  

 

２  高 等 部 使 用 教 科 用 図 書 の 採 択  

県立高等学校と同様の手続きで採択した。（ P.110～ P.111 参 照 ）  

平 成 23 年 度 は 、生徒の実態に応じて、高等学校用、中学校用、小学校用 又 は特 別 支 援 学校 小 ・

中学部用教科用図書を採択した。  

な お 、このほか、｢愛 知 県立学校管理規則 ｣第 8 条 の 規定に基づき、208 種 の 一 般図書の教科用

図書に係る届出を受理した。  

平 成 24 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 高 等 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

高 等 部 用  
教 科 書  

高 等 学校用教科用図書  学校教育法附則第 9 条に規定する教科用図書 計  

高 等 学 校 用  
教 科 書  
（ 第 1 部 ）  

同     左  
（ 第 2 部 ）  

中 学 校 用  
教 科 書  

小 学 校 用  
教 科 書  

特別支援学校 
小・中学部用 
教 科 書 

 

未 発 行  
49 種 目  

27 者 193 種  
2,780 冊  

な  し  
7 種 目  

7 者 20 種  
2,583 冊  

 8 種 目  
 9 者 25 種  
1,581 冊  

7 種 目  
4 者 9 種  
 150 冊  

64 種 目  
29 者 247 種  
7,094 冊  
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３  就 学 猶 予 ・ 免 除 者 へ の 教 科 書 の 無 償 給 与  

「就学義務猶予免除者に対する教科書の無償給与について」（平成 17 年 4 月 1 日 付 17 文 科 初

第 22 号 文 部科学省初等中等教育局長依頼）に基づき、学校教育法第 18 条 の 規 定により保護者

が就学させる義務を猶予又は免除された児童生徒で、教科書の給与を希望し、かつ市町村教育

委員会が教科書による学習が可能であると認めた者に対して教科書を無償給与することができ

る。平成 23 年 度 は 15 人 に 給 与した。  

４  補 助 教 材  

   「 愛 知 県立学校管理規則」第 8 条 の 規定に基づき、各学校から小学部用 249 種 、中学部用 148

種 、 高 等部用 184 種 の 補 助教材の使用に係る届出を受理した。  

 

第 3 節  就   学   指   導  

 

１  愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会  

障害のある子どもの実態の把握と特別支援学校並びに特別支援学級への就学・入級指導の適正

を期するため、県教育委員会に愛知県就学指導委員会（会長  愛 知 県特別支援教育推進連盟理事

長）を設置している。この委員会は、医師、学識経験者、児童福祉関係者、教育関係者等 25 人

以 内 の委員で構成しており、障害児の就学、地区就学指導委員会との連絡調整、特別支援教育の

啓発等に関する事業について協議することとなっている。（平成 20 年 度 よ り、愛知県就学指導委

員会と、地区就学指導委員会を一本化する。）  

平 成 23 年 度 に おける開催状況は、次のとおりである。  

開  催  日  協   議   事   項  

24.1.12 
障 害 児 の就学指導について  
平 成 24 年 度 に 係る市町村就学指導委員会審議状況について  

 

２  市 町 村 就 学 指 導 委 員 会  

障害のある子どもの実態把握と障害児の判定と就学指導、特別支援教育の啓発等の協議を行っ

ている。  

平 成 23 年 度 に おける就学に係る教育事務所別市町村就学指導委員会審議状況は、次のとおり

である。  

区   分  
市 町 村就学指導委員会
審  議  人  数  （ 人 ）

尾張教育事務所管内の市町  1,257 

海 部 教 育事務所管内の市町村    436 

知 多 教 育事務所管内の市町    349 

西 三 河 教育事務所管内の市町  1,157 

東 三 河 教育事務所管内の市町    708 

新 城 設 楽支所・設楽教育指導室管内の市町村     51 

合   計  3,958 

 

 



 - 128 -

３  早 期 教 育 相 談  

小学校への適正及び円滑な就学を推進するため、幼児期から就学前の障害のある子どもをもつ

保護者に対して、支援の在り方や就学相談等についての相談活動を県内 6 地 区 、7 会 場 で実施し

た。  

相 談 員は、小・中学校教員、特別支援学校教員、県総合教育センター職員、市町村教育委員会

職員、教育事務所指導主事、保健・福祉・医療等関係機関職員等約 15 人 で 構 成している。  

平 成 23 年 度 に おける開催状況は次のとおりである。              

地    区  開  催  日  会       場    相 談 者 数（人） 

尾 張 ( 愛 日 ) 地 区  23.8.2， 3 鳥 居 松 ふれあいセンター  118 

尾 張 (中 島・丹葉 )地 区  23.8.4， 5 尾 西 生 涯学習センター   66 

海 部 地 区  23.8.25， 26 甚 目 寺 中央公民館   29 

知 多 地 区  23.8.2， 3 半 田 市 福祉文化会館   95 

西 三 河 地 区  23.8.1 西 三 河 総合庁舎   24 

東 三 河 地 区  23.8.4， 5 東 三 河 総合庁舎   45 

新 城 ・ 設 楽 地 区  23.7.25 
新 城 市 勤労青少年ホーム・しんし
ろはつらつセンター  

 16 

計  393 

 

４  平 成 23 年 度 障 害 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 の 就 学 者 数              （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  
幼  児 ・ 児  童 ・ 生  徒  数  

計  幼  小  中  高  

計  14,605 128 7,506 3,920 3,051 

特 別 支 援 学 校   6,680 128 2,101 1,400 3,051 

特 別 支 援 学 級   7,925 －  5,405 2,520 －  

 

５  平 成 23 年 度 障 害 に よ る 就 学 義 務 猶 予 ・ 免 除 者 数 （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  計  6～ 11 歳  12～ 14 歳  

計  4 3 1 

猶    予  3 2 1 

免    除  1 1 0 

 

６  障 害 児 就 学 指 導 担 当 者 講 習 会  

特別支援学校及び特別支援学級への就学・入級指導の適正を期し、県教育委員会が作成した「障

害児就学指導の手引」の趣旨徹底を図るため、市町村教育委員会の障害児の就学事務担当者を対

象として、次のとおり 5 地 区 において講習会を開催した。  

地   区  開 催 日  会     場  参   加   者   参 加 者 数（人）

尾   張  23.5.10 県 三 の 丸庁舎  
尾 張 教育事務所管内の市町  
教 育 委員会就学事務担当者  

 34 

海   部  23.6.21 海 部 総 合庁舎  
海 部 教育事務所管内の市町村  
教 育 委員会就学事務担当者  

 10 

知   多  23.6.2 知 多 総 合庁舎  
知 多 教育事務所管内の市町  
教 育 委員会就学事務担当者  

 17 

西  三  河  23.6.24 岡 崎 養 護学校  
西 三 河教育事務所管内の市町  
教 育 委員会就学事務担当者  

 21 

東  三  河  23.6.21 東 三 河 総合庁舎  
東 三 河教育事務所管内の市町  
教 育 委員会就学事務担当者  

 14 

計   96 
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７  市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等 会 議  

障害のある子どもの実態調査をもとに就学指導を適正かつ円滑に実施するため、市町村の特別

支援教育担当指導主事（担当者）を対象に連絡会を開催した。  

開  催  日  会   場  参       加       者    参 加 者 数（人）

23.5.13 県 自 治 ｾﾝﾀｰ 各 市 町 村特別支援教育担当指導主事（担当者） 
各 教 育事務所特別支援教育担当指導主事等  

75 

23.9.2 県 自 治 ｾﾝﾀｰ 75 

 

８  特 別 支 援 学 校 （ 小 ・ 中 学 校 ） 学 校 指 定  

学校教育法施行令第 14 条 第 2 項 の規定に基づく平成 23 年 度 の 学校指定の状況は、次のとおり

である。  

     平 成 23 年 度 特 別 支 援 学 校 指 定 状 況 に つ い て  （ 単 位 ： 人 ）（ 23.5.1 現 在 ）  

区     分  盲 学 校  聾 学 校  
養  護  学  校  

合  計  知  的  
障  害  

肢  体  
不 自 由  

病  弱  計  

新 学 齢 児   4 43 239 101 3 343 390 

小 ・ 中 学校からの転校   1  4  20   7 43  70  75 

特 別 支 援学校間の転校   0  1   0   0  4   4   5 

他 県 か ら の 転 校   0  0   0   0  8   8   8 

就 学 猶 予・免 除の 解除   0  0   0   0  0   0   0 

計   5 48 259 108 58 425 478 

 

９  幼 稚 部 ・ 高 等 部 入 学 者 選 考  

平成 23 年 11 月 7 日（ 月）「平成 24 年 度 愛 知県立特別支援学校の幼稚部及び高等部の入学者の

募集について」公告、平成 24 年 2 月 22 日（ 水 ）、各募集学校において（高等養護は 2 月 1 日（ 水））、

入学者選考を実施した。平成 24 年 度 入 学志願者数等の概況は、次のとおりである。  

区    分  募 集 人 員     志 願 者 数（人）    入 学 者 数（人）

幼
稚
部 

盲  学  校  約   12 人 程 度   3   3 

聾  学  校  約   42 人 程 度  41  41 

養 護 学 校  約   18 人 程 度   9   9 

高
等
部 

盲  学  校  約   62 人   32  32 

聾  学  校  約   96 人   56  55 

養 護 学 校  約  835 人  872 811 
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第 4 節  施  設  内  教  育  ・  訪  問  教  育  

 

１  施 設 内 教 育  

児 童 福 祉施設等に入所（院）している学齢児童生徒のうち、就学は可能であるが、障害の状 態

が重度又は重複しているため、通学して教育を受けることが困難な者に対して、施設等内におい

て通学生に準じた教育を実施した。（ 2 施 設 6 病 院 、 26 学 級 、 75 人 ）  

２  訪 問 教 育  

就学は可能であるが、障害の状態が極めて重度であるか重複しているため、通学して教育を受

けることが困難な在宅又は病院入院中の学齢児童生徒に対して、週 3 回 、1 回 3 単 位 時間、教員

を家庭等へ派遣し教育を行った。高等部においては、平成 12 年 4 月 か ら家庭訪問教育を本格的に

実施した。（ 42 学 級 、 105 人 ）  

３  平 成 23 年 度 施 設 内 教 育 ・ 訪 問 教 育 の 学 級 数 等                              （ 23.5.1 現 在 ）  

区     分  

施  設  内  教  育  訪   問   教   育  

学 級 数  
児 童 ・生徒数  

学 級 数  
児 童 ・生徒数  

計  小  中  計  小  中  高  

合     計  26 75 48 27 42 105 52 34 19 

知 的 障 害  

計  12 33 22 11  9  22 15  7  0 

県 立  12 33 22 11  5  13  8  5  0 

市 立   0  0  0  0  4   9  7  2  0 

肢 体 不 自 由 （ 県 立 ）   2  6  3  3 25  61 31 11 19 

病    弱 （ 県 立 ）  12 36 23 13  8  22  6 16  0 

県  立  計 （ 再 掲 ）  26 75 48 27 38  96 45 32 19 

 

第 5 節  特  別  支  援  教  育  の  推  進  

 

１  特 別 支 援 学 級 等 の 充 実  

(1)学 級 編 制等  

    平 成 23 年 度 に おける特別支援学級数は 2,271 学 級 で前年度より 104 学 級 増 である。  

特  別  支  援  学  級  の  学  級  数  等             （ 23.5.1 現 在 ）  

区    分  
設  置  学  校  数  学     級     数  児  童  ・  生  徒  数  

計  小  中  計  小  中  計  小  中  

計  1,199 842 357 2,271 1,605 666 7,925 5,405 2,520 

知 的 障 害  1,091 759 332 1,144   786 358 4,061 2,623 1,438 

肢 体 不 自 由     43  36   7    43    36   7    81    73     8 

病 弱・身体虚弱     23  17   6    26    19   7    66    46    20 

弱 視      6   4   2     6     4   2     8     6     2 

難 聴      8   6   2     8     6   2    15     9     6 

言 語 障 害      2   1   1     2     1   1     3     2     1 

自閉症・情緒障害   983 713 270 1,042   753 289 3,691 2,646 1,045 

（ 注 ）「設置学校数」の計は、実学校数である。  
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(2)通 級 指 導教室  

通 級 指導教室は、通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒の障害の改善・克服

の指導の場として、平成 5 年 度 に制度化された。  

通 級 指 導 教 室 設 置 学 校 数 ・ 教 室 数 ・ 指 導 を 受 け て い る 児 童 生 徒 数   （ 23.5.1 現 在 ） 

区   分  
設  置  学  校  数  教    室    数  児  童  ・  生  徒  数  

小  中  聾  計  小  中  聾  計  小  中  計  

言 語 障 害   35    35  35    35   485   8   493 

自 閉 症   18  2   20  18  2   20   238  26   264 

情 緒 障 害   24  4   28  24  4   28   335  55   390 

難 聴    4  1    5   4  1    5    28   9    37 

Ｌ Ｄ   23  1   24  23  1   24   316  10   326 

Ａ Ｄ Ｈ Ａ   47  2   49  47  2   49   600  15   615 

言 語 ・ 難 聴    5   5   5   5   103  12   115 

合 計  147 10 5 162 151 10 5 166 2,105 135 2,240 

（ 注 1）「 設置学校数」の計は、実学校数である。（複数設置校 4 校 ）  

 （ 注 2）「 言語・難聴」は、聾学校教員による通級指導である。
 

 

２  養 護 学 校 体 験 入 学  

障害のある子どもの適正かつ円滑な就学の推進を図るため、瀬戸市立瀬戸養護学校、豊田市立

豊田養護学校及び県立養護学校（高等養護学校を除く）全校において体験入学を実施した。  

   新 た に入学することとなる障害のある子ども及びその保護者を対象として、授業参観、学校に

おける諸活動への参加、就学相談等を行った。  

             平  成  23 年  度  参  加  者  状  況                  （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  知 的 障害養護学校  肢 体 不自由養護学校  病 弱 養 護 学 校  計  

新 学 齢 児 童 等  324 149 1   474 

保 護 者  459 204 2   665 

そ の 他   39  37 1    77 

計  822 390 4 1,216 

                                      （ 延 べ 人数）  

３  聾 幼 児 教 育 相 談 事 業  

聴覚障害児の言語指導では特に幼児期の指導が重要であるので、聾幼児教育相談事務嘱託員を

千種・豊橋・岡崎・一宮聾学校に計 4 人 配 置した。  

   各 聾 学校とも、聴力検査及び障害についての教育相談、基本的生活習慣確立の指導、補聴器利

用の指導、発語・読話指導、リズム遊戯等による集団への適応、両親教育等を行っている。  
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第 6 節  就   学   奨   励  

 

 特 別 支 援学校への就学奨励に関する法律並びに特別支援教育就学奨励費負担金交付要綱及び同補

助金交付要綱に基づき、公立の特別支援学校並びに小学校及び中学校の特別支援学級への就学を奨

励するため、その就学に必要な経費のうち、次に掲げる経費について保護者の経済的負担を軽減す

るための就学奨励事業を実施した。  

１  就 学 奨 励 費 （ 特 別 支 援 学 校 分 ）  

区   分  
教 科 用 図 書  
購 入 費  

学 校 給 食 費  

交     通     費  

通   学   費  帰   省   費  
職 場 実 習 費  

本     人  付  添  人  本     人  付  添  人  

支弁人員(人) 1,518 5,312 5,518 2,005 333 51 949 

支 弁 額(円) 18,357,901 217,488,889 139,427,050 40,748,887 7,753,836 660,306 2,288,337 

区   分  
交  通  費  寄  宿  舎  居  住  に  伴  う  経  費  

修 学 旅 行 費  
校 外 活 動 等  
参 加 費  

職 場 実 習  
宿 泊 費  交 流 及 び  

共 同 学 習 費  
寝 具 購 入 費  

日 用 品 等  
購 入 費  

食 費  

支弁人員(人) 157 61 185 186 1,366 3,547 2 

支 弁 額(円) 55,802 256,749 4,204,500 14,987,275 44,506,183 9,826,542 5,206 

区   分  
学 用 品 等  
購 入 費  

新 入 学 児 童  
生 徒 学 用 品  
費 等  

合 計  実 支 給 人 員  

 
支弁人員(人) 5,262 1,363  6,020 

支 弁 額(円) 56,589,358 23,140,003 580,296,824  

 

２  就 学 奨 励 費 （ 特 別 支 援 学 級 分 ）  

区   分  学 校 給 食 費  
交 通 費  
（ 通 学 費 ）  

職 場 実 習  
交 通 費  

交 流 及 び  
共 同 学 習  
交 通 費  

修 学 旅 行 費  
校 外 活 動 等 参 加 費  

宿 泊 を 伴 わ  
な い も の  

宿 泊 を 伴 う  
も の  

小
学
校 

支弁人員(人) 3,564 43 0 148 604 3,118 431 

支 弁 額(円) 70,369,847 570,174 0 55,209 6,027,633 2,128,416 534,340 

中
学
校 

支弁人員(人) 1,517 23 9 46 460 1,067 419 

支 弁 額(円) 32,438,382 682,957 23,540 25,730 11,104,058 1,020,195 909,505 

計 
支弁人員(人) 5,081 66 9 194 1,064 4,185 850 

支 弁 額(円) 102,810,389 1,253,131 23,540 80,939 17,131,691 3,148,611 1,443,845 

区   分  
学 用 品 等  
購 入 費  

新 入 学 児 童  
生 徒 学 用 品  
費 等  

体 育 実 技  
用 具 費  

拡 大 教 材 費  合 計  実 支 給 人 員  

 

小
学
校 

支弁人員(人) 3,582 537 0 0 12,027 
3,637 

支 弁 額(円) 19,444,563 5,321,500 0 0 104,451,682 

中
学
校 

支弁人員(人) 1,530 496 1 0 5,568 
1,535 

支 弁 額(円) 16,217,137 5,677,150 2,300 0 68,100,954 

計 

支弁人員(人) 5,112 1,033 1 0 17,595 
5,172 

支 弁 額(円) 35,661,700 10,998,650 2,300 0 172,552,636 

（ 注 ） 実施市町村数  52 市 町 村  

 

 

 


